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Ⅴ 複写物郵送サービス 

 

 県立図書館では、図書館へおいでになることが難しい方のために、所蔵資料の複

写物をご自宅へ郵送するサービスを行っています。 

 

１ 複写できる範囲 

(1)著作権者の許諾がなくても複写できる場合 

① 著作物の一部分を複写する場合（著作権法第３１条第１項第１号） 

一般的に「著作物の一部分」は著作物の半分以下と解釈されています。

そこで当館では以下のように取り扱っています。 

 

ア 図書 

１冊完結のもの → 本文の半分以下まで 

上・中・下巻など → 各巻の半分以下 

イ 雑誌（「発行後相当期間」を経過しているもの） 

各号の半分以下 

雑誌の掲載された個々の論文 → 論文単位で全部複写可能 

※なお、「発行後相当期間」については「次号が配架されるまで」、 

又は「発行後、３ヶ月が経過するまで」と判断します。 

ウ 新聞 

朝刊・夕刊 → それぞれ１部の半分以下 

エ 住宅地図 

各見開き１頁の半分まで（以下のように頁をまたがっても複写可能

です。） 

 

 

 

オ 国土地理院発行の地形図 

地図１枚の全面を複写することができます。 

カ 楽譜、ＣＤの解説書、絵画、写真集、漫画 

複写できません。 

 

② 著作権の消滅した著作物 

著作権の保護期間（個人著作物は著作者の死後７０年、団体名義又は作

者不詳の著作物は公表後７０年）を経過したものは、著作物の半分を超え

て複写することが可能です。 

著作者の没年・著作権者の連絡先などについては、利用者に調査してい
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ただくことになっています。（各種人名録、人物事典などでお調べください。） 

 

③ 「権利の目的とならない著作物」（著作権法第１３条） 

憲法その他法令等「（著作権の）権利の目的とならない著作物」は、許諾

なく自由に複写することができます。ただし、国や地方公共団体の著作物

であっても、白書や報告書など、第１３条に該当しないものについては、

著作物の半分を超えて複写する場合は著作権者の許諾が必要です。 

 

(2)複写するのに著作権者の許諾が必要な場合 

     「著作物の一部分」を超えて複写する場合、著作権者の許諾が必要です。

前項の「著作権者の許諾がなくても複写できる場合」以外の複写を希望され

る場合は、著作権者の許諾書の原本を添えてお申込みください。 

なお、著作権者の許諾書は、複写を希望する利用者（複写を申し込む図書

館ではありません）にご用意いただくよう、ご案内ください。許諾書の形式

は問いません。 

 

※複写する資料は、新潟県立図書館の所蔵資料に限ります。 

※同じ箇所を、１人の人が何部も複写することはできません。１人、１箇所につ

き、１部だけ複写できます。 

※当館の規定により、損傷のおそれのある資料やプライバシーを侵すおそれのあ

る資料なども複写できません。 

 

２ 複写物郵送サービス受付から複写物の発送までの流れ 

 

 

 

 

 

 

                            

：当館側の動き 

 

                           ：利用者側の動き 

 

 

 

 

複写物郵送サービス 

への申込み 

料金の振込み 

複写・料金の計算 

料金計算書の送付 

振込みの確認・複写物の発送 
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３ 複写物郵送サービスの申込方法 

複写物郵送サービスは、以下のいずれかの方法で申込みを行ってください。定

められた書式以外では申込みは受け付けません。 

 

(1)電子メール 

当館ホームページ内「探す・調べる」＞「調べる」＞「調査相談」＞「複写

物郵送サービス」メニューからお申し込みください。（入力フォーム有り） 

 

(2)文書・ＦＡＸ 

上記（１）「複写物郵送サービス」から「郵送物複写サービス申込書」をプ

リントアウトして、新潟県立図書館業務第 1課宛てにお送りください。 

 

※申込みの際の基本的な注意事項 

① 当館の所蔵をご確認の上、入力フォーム又は規定の書式にてお申し込み

ください。書誌事項、請求記号、複写希望箇所（ページ）等を明記して

ください。 

② 申込みの際は、エンド・ユーザー（複写申込者）氏名を明記してくださ

い。 

③ 個人からの複写申込みも受け付けています。複写物郵送サービスの詳細

については、当館ホームページにてご確認ください。 

④ 同時に受け付けることができる申込みは、計２０件（１件＝１論文又は

１箇所）又は計２００枚までです。２０件又は２００枚を超える申込み

がやむを得ず必要なときは複数回に分け、先に申し込んだ複写物を受け

取ってから、次の分をお申し込みください。 

 

４ 料金 

郵送サービスのご利用に際しては、以下の表の複写料金のほかに、送料を実費

（枚数の多少にかかわらず、日本郵便のレターパックプラス定額５２０円）でご

負担いただきます。 

料 

金 

コピー機による複写 

モノクロ(Ｂ５, Ａ４, Ｂ４) １枚２５円 

モノクロ(Ａ３) １枚５０円 

カラー(Ｂ５, Ａ４, Ｂ４, Ａ３) １枚１００円 

マイクロフィルム 

からの複写 

モノクロ(Ａ４) １枚３０円 

モノクロ(Ａ３) １枚６０円 

※レターパックプラスは、対面による配達を行い、かつ配達状況が確認できます。

https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=531
https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=531
https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=531
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郵送に関するトラブルを防止するため、平成２３年１月から採用しています。 

※当館から「複写物郵送サービス申込書」や「料金等計算書」を郵送する場合は、

この送料も複写料金に含みます。 

※他の相互貸借資料との同時発送については、別途ご相談ください。 

 

５ 料金の支払方法 

料金の支払は前納のみとなります。(後納の依頼については、別途ご相談くださ

い。) 

申込受付後、料金等計算書を送付しますので、所定の金額を指定期日までに金

融機関の窓口でお支払いください。なお、申込手数料は申込者負担となります。

クレジットカードや切手等による支払はできません。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        


